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特定地域づくり事業協同組合認定証交付式

蒲島知事より認定証の交付を受けた日野代表

　

五
木
村
フ
ェ
ア
in
ら
く
の
う
マ

ザ
ー
ズ
阿
蘇
ミ
ル
ク
牧
場（
主
催
：

五
木
の
祭
り
実
行
委
員
会
）
が
、
10

月
２
日
～
31
日
ま
で
の
約
1
ヶ
月

間
、西
原
村
の
阿
蘇
ミ
ル
ク
牧
場
で

行
わ
れ
ま
し
た
。
フ
ェ
ア
期
間
中
は
、

牧
場
内
の
ミ
ル
ク
市
場
で
、村
の
特

産
品
の
く
ね
ぶ
や
農
産
加
工
品
な

ど
の
常
設
販
売
や
観
光
Ｐ
Ｒ
コ
ー

ナ
ー
、レ
ス
ト
ラ
ン
マ
ザ
ー
ズ
キ
ッ

チ
ン
で
は
、鹿
肉
や
六
片
に
ん
に
く
、

し
い
た
け
な
ど
、五
木
の
食
材
を
ふ

ん
だ
ん
に
使
っ
た
バ
イ
キ
ン
グ
が

提
供
さ
れ
、五
木
の
食
や
自
然
な
ど

魅
力
を
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

フ
ェ
ア
初
日
の
２
日
は
、熊
本
県

へ
適
用
さ
れ
て
い
た
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
ま
ん
延
防
止
等
重
点

措
置
が
解
除
さ
れ
て
初
め
て
の
週

末
、
ま
た
絶
好
の
行
楽
日
和
で
、
多

く
の
来
場
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

昨
年
に
引
き
続
き
、「
人
吉
球
磨

復
興
支
援
マ
ル
シ
ェ（
対
面
販
売
）」

で
は
、令
和
２
年
７
月
豪
雨
災
害
で

被
害
の
大
き
か
っ
た
人
吉
球
磨
地

域
の
野
菜
や
果
物
を
は
じ
め
、五
木

村
、
相
良
村
、
山
江
村
の
栗
を
使
っ

た
栗
饅
頭
や
鹿
コ
ロ
ッ
ケ
、く
ね
ぶ

ジ
ュ
ー
ス
を
販
売
し
、多
く
の
方
が

舌
鼓
を
打
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
か
ら
新
た
に
、五
木
産
材
の

Ｐ
Ｒ
や
林
業
の
魅
力
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め「
ご
き
げ
ん
林
業
フ
ェ

ア
」も
開
催
し
ま
し
た
。
木
工
製
品

の
即
売
会
や
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
ア
ー

ト
の
実
演
、林
業
機
械
操
作
体
験
な

ど
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
も
、
特
に

ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
は
子
ど
も

た
ち
に
人
気
で
、笑
顔
と
歓
声
で
あ

ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　　

五
木
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
も

ら
う
た
め
、村
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー

の
淀
川
つ
る
よ
さ
ん
に
正
調
五

木
の
子
守
唄
を
披
露
し
て
も
ら
う

と
、多
く
の
来
場
者
が
静
か
に
聞
き

入
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、五
木
産

材
を
使
用
し
た
カ
プ
セ
ル
ト
イ
を

使
っ
た
抽
選
会
も
開
催
し
、景
品
が

当
た
る
と
大
き
な
歓
声
が
あ
が
っ

て
い
ま
し
た
。

　　

こ
れ
か
ら
、村
は
紅
葉
シ
ー
ズ
ン

を
迎
え
ま
す
。
実
際
に
訪
れ
て
も

ら
え
る
よ
う
、村
と
ミ
ル
ク
牧
場
の

合
同
の
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
や
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
を
開
催
中
で
す
。（
11
月

30
日
㈫
ま
で
。）

　

最
後
に
、
フ
ェ
ア
期
間
中
に
は
、

蒲
島
熊
本
県
知
事
、五
木
の
祭
り
実

行
委
員
の
皆
様
を
は
じ
め
、多
く
の

方
に
お
越
し
い
た
だ
き
、出
荷
者
を

は
じ
め
、関
係
者
に
激
励
の
言
葉
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

五
木
村
複
業
協
同
組
合

が「
特
定
地
域
づ
く
り
事
業

協
同
組
合
」
と
し
て
、
熊
本

県
内
で
初
め
て
認
定
さ
れ
、

そ
の
交
付
式
が
9
月
30
日

に
県
庁
で
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

認
定
証
の
交
付
を
受
け

た
日
野
正
基
代
表
理
事
は
、

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
や
、

令
和
２
年
の
豪
雨
の
影
響

を
受
け
、
五
木
村
は
今
、
転

換
期
に
来
て
い
ま
す
。
今

後
新
し
い
取
り
組
み
が
必

要
で
は
な
い
か
と
考
え
、9

つ
の
事
業
者
で
五
木
村
複

業
協
同
組
合
を
設
立
し
ま

し
た
。
各
事
業
者
や
、新
た

に
雇
用
す
る
職
員
と
連
携

し
な
が
ら
五
木
村
の
未
来

に
繋
が
る
事
業
を
や
っ
て

い
き
た
い
。
ま
た
、派
遣
事

業
だ
け
で
な
く
、人
を
支
え

る
部
分
も
村
と
協
力
し
て

進
め
て
い
き
た
い
。」
と
意

気
込
み
を
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

木
下
村
長
は
、「
村
と
し

て
も
今
後
の
方
向
性
を
考

え
る
上
で
、今
回
の
認
定
は

非
常
に
意
味
が
あ
り
、今
後

も
精
一
杯
支
援
し
な
が
ら

振
興
に
繋
げ
て
い
き
た
い
」

と
語
り
ま
し
た
。

　

蒲
島
知
事
：「
五
木
村
だ

か
ら
こ
そ
の
利
点
を
活
か

し
て
ほ
し
い
。
県
と
し
て

も
支
援
し
た
い
。」

　

田
嶋
副
知
事
：「
今
回
の

様
な
事
業
者
同
士
の
横
の
つ

な
が
り
を
活
か
す
の
は
非
常

に
有
効
な
手
段
で
あ
り
、
今

後
と
も
応
援
し
た
い
。」

　

木
村
副
知
事
：「
五
木
村

で
新
し
い
地
域
の
つ
な
が
り
、

雇
用
の
輪
が
で
き
て
良
か
っ

た
。
こ
の
取
り
組
み
が
中
山

間
地
の
光
に
な
れ
ば
。」

と
、そ
れ
ぞ
れ
コ
メ
ン
ト
を

頂
き
ま
し
た
。

　

現
在
、2
名
の
採
用
が
決

ま
っ
て
お
り
、11
月
1
日
か

ら
村
内
各
事
業
所
に
て
そ

れ
ぞ
れ
活
躍
を
始
め
る
予

定
で
す
。

　

こ
ち
ら
の
2
名
は
ゆ
く

ゆ
く
は
自
分
で
事
業
を
行

い
た
い
と
い
う
考
え
で
、今

回
の
取
組
み
に
賛
同
し
、応

募
さ
れ
ま
し
た
。
組
合
で
は
、

今
後
更
に
1
名
の
採
用
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

　

五
木
村
複
業
協
同
組
合

は
、五
木
村
内
の
9
つ
の
事

業
所
か
ら
成
り（
園
田
農
林

株
式
会
社
・
株
式
会
社
子
守

唄
の
里
五
木
・
五
木
と
う
ふ

店
・
ロ
ッ
ジ
山
小
屋
・
有
限

会
社
五
木
屋
本
舗
・
Ｇ
Ｍ
Ｔ

協
同
組
合
・
五
木
の
友
・
有

限
会
社
丸
一
産
業
・
株
式
会

社
日
添
）そ
れ
ぞ
れ
の
繁
忙

期
に
人
材
派
遣
を
し
、仕
事

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

年
間
を
通
し
て
安
定
し
た

仕
事
を
作
り
だ
す
こ
と
が

で
き
、慢
性
的
な
人
手
不
足

の
解
消
や
、各
事
業
所
の
負

担
軽
減
、
ま
た
、
そ
の
新
し

い
形
の
働
き
方
を
通
し
て
、

五
木
村
へ
の
移
住
者
の
増

加
を
促
す
こ
と
を
目
的
に

発
足
さ
れ
ま
し
た
。

五
木
村
フ
ェ
ア

　
　
　
●
阿
蘇
ミ
ル
ク
牧
場

in

チェーンソー競技の
デモンストレーション

©2010熊本県くまモン　　撮影日:2021年9月30日

正調五木の子守唄を披露する
淀川つるよさん

「鹿コロッケ、おいシ
・ ・

カですよー」

どんぐりを使って妖精づくり

人吉・球磨復興支援マルシェ

五木産材PRで組み立てた三坪住宅

ツリークライミングは楽しいよ！

フェアの様子を視察された蒲島知事
と、祭実行委員、関係者の皆さん

特定地域づくり事業協同組合の
認定証交付式が行われました
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むらのできごと

米寿表彰者：「昭和８年４月２日～昭和９年４月１日までに生まれた人」
喜寿表彰者：「昭和１９年４月２日～昭和２０年４月１日までに生まれた人」
金婚夫婦表彰者：「昭和４６年１月１日～１２月３１日までに婚姻された夫婦」

密を避けて楽しく体を動かすのが長寿の秘訣 美味しいごはんも長寿の秘訣

米寿表彰（吉田廣さん）

金婚夫婦表彰（岡本精二さん・マサヨさんご夫婦）

村長あいさつ

喜寿表彰（岩崎ケサエさん）

　敬老の日を前に、９月１８日に北分館主催による「敬老行事」が宮園グラウンドで開催されました。
　秋晴れのこの日、開会式で園田分館長から「今年もコロナの影響でいくつもの行事が中止になってしまい、と
ても寂しい日が続いていますが、今日は一日楽しんでいただき、これからも健康でお過ごしください。」とお祝
いの挨拶の後に、早速グラウンドゴルフ大会が始まりました。ホールインワンやニアピンが出るたびに会場に
は歓声が響き渡り、参加者全員に賞品が用意されていた表彰式では、順位が発表されると全員が拍手をして互
いの健闘を称えあい、笑顔で賞品を受け取っていました。尚、競技終了後には、北地区にお住いの６５歳以上の
方々にお祝いのお弁当が配付されました。

北地区で敬老行事

操縦体験を行う木下村長と平山インストラクター

移動献血車がやって来ました！

　９月７日、今年も本村にて移動献血バスによる献
血が実施されました。お陰様で村内外より23名の
方のご協力をいただきました。本年度は、三密回避
のためお勧めしてあったWeb予約をして来られた
方が多かったようです。
　コロナ禍でも、毎日約3,000人の患者さんが輸血
を必要としています。村民の皆様の献血が多くの
方々の命の支えにつながることから、今後も引き続
き献血についてのご理解とご協力をよろしくお願
い致します。

　９月14日に、人吉球磨管内初となるドローン教
習所熊本五木村校開校式が渓流ヴィラITSUKI多目
的室で行われ、インストラクターの平山光信氏より
開校の経緯や講習内容の説明、今後の展開等が説明
されました。また式の最後には木下村長による実
機の操縦体験も行われました。

　

９
月
20
日（
敬
老
の
日
）、五
木

村
敬
老
表
彰
式
が
五
木
村
役
場
大

会
議
室
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。
毎
年
、敬
老
の
日
に
開
催

し
て
い
ま
し
た「
敬
老
式
典
」が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
予

防
に
よ
り
令
和
２
年
度
に
つ
づ

き
中
止
と
な
り
、今
回
は「
米
寿
」

「
喜
寿
」「
金
婚
夫
婦
」と
な
ら
れ
る

方
々
の
み
を
案
内
し
、村
長
よ
り

表
彰
状
及
び
記
念
品
の
贈
呈
を
行

い
ま
し
た
。
村
内
に
お
け
る
今
年

度
表
彰
対
象
の
方
々
は
、米
寿
表

彰
者
19
名
、喜
寿
表
彰
者
14
名
、金

婚
夫
婦
５
組
と
な
り
、表
彰
当
日

は
米
寿
３
名
、喜
寿
５
名
、金
婚
夫

婦
３
組
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。
長

年
に
わ
た
り
、地
域
社
会
や
村
の

発
展
の
た
め
に
、ご
尽
力
を
い
た

だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
皆
様
方
が
ま
す
ま
す
ご
長
寿

を
重
ね
ら
れ
、笑
顔
の
絶
え
な
い

日
々
が
続
き
ま
す
よ
う
心
よ
り
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

五
木
村
敬
老
表
彰
式

ドローン教習所
熊本五木村校開校式

献血のご協力
ありがとうございました
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村からのお知らせ Itsuki VillageNews

12
月
3
日
㈮
は
、
特
設
無
料
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い

むらのできごと

㈲はと衛生社様から図書券の
寄付がありました

『生涯学習講座竹細工』開講
及び第１回・第２回講座

講話をされている久保田順氏と受講生の皆様 表彰（グラウンド・ゴルフ）も行いました！

　第２回（７月16日開催）は、午前の部に「江戸時代の五木村」というテーマで錦町文化財保護委員の久保田順
氏に講師として来ていただきました。講話の中で、村は平等に土地を代々受け継いでいたとされており、現在
と変わらない平穏な村だったということが感じられました。午後の部は、ヒストリアテラス五木谷において、
館内の展示物や映像を見学し、村の歴史を学びました。
　第３回（９月17日開催）は、午前の部に「グラウンド・ゴルフと輪投げ」を行い、参加者は、笑顔で元気いっぱい
に各競技を楽しんでおられました。午後の部は、「緋牡丹博徒」の映画鑑賞をしました。皆さん熱心に観られ、
作中では、「五木の子守唄」が唄われており、身近に感じる映画となっていました。

『いきいき大学』第２回・第３回学習会

図書券の寄付を受け取る西教育長

竹細工作製スタート！

　９月25日に生涯学習講座（竹細工）が開講しまし
た。
　この講座は、楽しく人生を過ごすために生涯学習
に取り組む目的として行われております。
　受講生の中には、本講座が３年目の方もおられ、
熟練度が増し、スムーズに細工を進められていまし
た。初めての方も講師の指導の下、一つ一つ丁寧に
作業を行っておられました。
　今後も完成に向けて竹細工を作製していきます。

　９月１０日、五木東小学校及び五木中学校に対し
て、㈲はと衛生社様より、五木の子どもたちに多く
の本を読み、学んでほしいという想いから、それぞ
れ５万円分の図書券を寄付していただきました。
　これから各学校において本や教材などを購入し、
子供たちの学びの一つとして活用していきます。

Itsuki VillageNews

02 国民健康保険医療費の状況についてのお知らせ

　国民健康保険に加入又は離脱される場合は役場の窓口での手続きが必要です。
　手続きは就職、退職、転出等で保険者が変わってから１４日以内に行ってください。
　他の健康保険に加入された日以降は、国民健康被保険証は使えません。また、転出して他の市
町村の国保に加入した場合も同様で、転出が確定した日以降、五木村の被保険者証は使えません。
　もし、他の保険の加入日以降に国保の被保険者証で受診された場合は、受診した病院へ「現在
加入している保険」を連絡してください。

※個人番号は届出書の記載に必要です。また、代理の場合は委任状（要押印）が必要となります。

手続きが必要な場合 必要なもの

共　通
全ての手続きに必要ですので、必ずご持参ください。

◦世帯主及び異動者全員の個人番号が分かる書類
◦本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
※�顔写真がない本人確認書類については年金手帳や預金通帳など２
点以上の確認が必要です。

※手続の内容により印鑑が必要な場合があります。

�

国
保
に

�

加
入
す
る
と
き

転入してきたとき 転出証明書

他の健康保険をやめるとき 資格の喪失日又は退職日がわかる書類

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

子供が生まれたとき 母子手帳、国保の被保険者証

�

国
保
を

�

離
脱
す
る
と
き

転出するとき 国保の被保険者証

他の健康保険に加入したとき 資格取得日がわかる書類又は加入した保険の被保険者証、国保の被保険者証

生活保護を受けたとき 保護開始決定通知書

死亡されたとき 国保の被保険者証

そ
の
他

住所、世帯主、氏名が変わったとき 国保の被保険者証

保険証をなくしたとき

Itsuki VillageNews

01 国保資格異動の手続きについて

〜令和3年7月・8月診療分〜

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

7月 8月
件数 保険者（五木村） 前月比 前月増減 件数 保険者（五木村） 前月比 前月増減

入　　院 6 1,793,838 円 －19.81％ － 443,012 9 6,197,082 円 ＋245.46％ 4,403,244
外　　来 260 2,969,452 円 －3.45％ － 105,962 270 2,968,046 円 －0.05％ － 1,406
調　　剤 111 840,552 円 ＋6.07％ 48,114 121 861,548 円 ＋2.50％ 20,996

食事・生活療養費 − 127,270 円 －5.67％ － 7,646 − 161,292 円 ＋26.73％ 34,022
その他療養費 6 15,119 円 －4.41％ － 697 8 18,496 円 ＋22.34％ 3,377

合　　計 383 5,746,231 円 －8.14％ － 509,203 408 10,206,464 円 ＋77.62％ 4,460,233

国保被保険者数 １人あたり保険者負担額（月額） 前月比
７月 245 人 23,454 円 −7.39％
８月 244 人 41,830 円 +78.35％

　7月の医療費は前月に比べて減少しましたが、8月の医療費は大幅に増加しています。全体的に
増加傾向となっておりますが、特に入院費の増加が大きいです。
　普段の健康管理に留意していただき、入院、手術にならないよう初期治療を心がけてください。
　インフルエンザが流行する時期になっています。これまでと同様にうがい、手洗い等の予防に努
めてください。
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〈糖尿病の３大合併症〉
① 網

もうまくしょう
膜症　：視力低下、視野の狭窄　　　　　　　　　　　失

しつめい
明

② 腎
じんぞうびょう

臓病　：倦怠感やむくみ、尿量の減少　　　　　　　　透
とうせき

析

③ 神
しんけいしょうがい

経障害：手足のしびれや痛み　　　　　　　　　　　下
か し せ つ だ ん

肢切断
→　また、糖尿病は、脳梗塞や心筋梗塞につながる可能性があり、命の危険も出てきます。

　ワクチンを接種した方も、マスクの着用と手指の消毒を行い、引き続き
感染予防をしましょう。

〈糖尿病とは？〉
インスリンというホルモンが十分に働かず、血液中のブドウ糖（血糖）が増える病気です。
血糖の高い状態が続くと、血管が傷んでしまい、さまざまな合併症につながります。

〈糖尿病を防ぐための３つのポイント〉
1．食事　食べ過ぎや夜食を避け、バランスの良い食事をしましょう。
◦食べるときは、腹八分目にする。
◦野菜から食べ始める。（血糖値の急な上昇を防ぎます。）
◦満腹感を得るために、ゆっくりよく噛んで食べる。
◦夕食は就寝の３時間前までに済ませる。

2．運動　少しきついと感じる運動を１日２０〜３０分すると効果的です。
◦体全体を動かすジョギングやウォーキング、体操などの運動。
◦時間がない方も速足で歩く、階段をつかうなどの
　日常の中で体を動かす場面を増やす。

３．早期発見・早期治療
年に１回は、健康診断を受けましょう。体重（BMI）、採血（血糖値、HbA1c）から糖尿病の可能性がな
いか知ることができます。
◦健康診断の結果が「要精密検査」または「要治療」となったら、早めに病院を受診する。

糖尿病は、痛みなどの自覚症状がないため、治療が遅れることも多くあります。
いつまでも元気で自分らしい生活をするために、今の生活を見直してみましょう。

《お問い合わせ先一覧》

新型コロナウイルス感染症について

今回のテーマ　「糖
とう

 尿
にょう

 病
びょう

」

◎五木村のワクチンに関すること
新型コロナウイルスワクチンの接種（時期や接種の流れなど）に関する全般
☎ 37-2218　もしくは、37-2283　受付時間:8時30分〜17時30分（月〜金曜日のみ）

◎「もしかすると、コロナかも？」と思ったら
① まずは、身近な医療機関やかかりつけの医療機関に電話で相談してください。
② かかりつけの医療機関がなく相談する医療機関がわからない場合
　 球磨地域受診・案内センター　☎ ０８０－２１０２－２６２０
　  熊本県受診・案内センター　　　 ☎ ０５７０－０９６－５６７
　  熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口　☎ ０９６－３００－５９０９　（２４時間対応）

乳幼児健診のお知らせ
期　日 受付時間（午後） 場所 対象者

11月5日㈮
12月3日㈮ 1：30〜2：00 保健センター 3・6・10ケ月、1歳2ケ月、

1歳6ケ月、3・4・5歳児

※対象者が少ないときは中止する場合があります。

お問い合わせ先：保健福祉課 TEL：37－2214 （IP：2214）

脳いきいき教室とは？… お話やゲームで脳を鍛え、認知症予防のための教室です。６５歳以上の４人に１
人が認知症になるといわれる中、物忘れが気になる方におすすめです。

不安やストレスのお悩み、精神の病気かな？と心配な方や家族、気軽にご相談ください。

げんぞう会とは？…介護予防の体操や、保健師の健康相談を行います。一緒に楽しく体を動かしましょう♪

介護予防教室

★脳いきいき教室の日程

★げんぞう会の日程 ※参加対象：要介護認定されていない65歳以上の方

１１　　　　　月 １２　　　　　月
場 所 三  浦 宮  園 頭  地 小  鶴 三  浦 宮  園 頭  地 小  鶴

期 日 2・16日
（火）

4・18日
（木）

9・30日
（火）

11日
（木）

7・21日
（火）

9・23日
（木）

14日
（火）

2・16日
（木）

時 間 受付：午前9：30〜　　開始：午前10：00〜 受付：午前9：30〜　　開始：午前10：00〜
場 所 下梶原 平沢津 瀬  目 平  瀬 下梶原 平沢津 瀬  目 平  瀬

期 日 2・16日
（火）

4・18日
（木）

9・30日
（火）

11日
（木）

7・21日
（火）

9・23日
（木）

14日
（火）

2・16日
（木）

時 間 受付：午後１：15〜　　開始：午後１：45〜 受付：午後１：15〜　　開始：午後１：45〜

１１　　　　　月 １２　　　　　月
期　日 １０日・１７日・２４日（水） １日・８日・１５日・２２日（水）
場　所 保健センター 宮園交流館 保健センター 宮園交流館

時　間
受付：午前　9：30 受付：午後　1：00 受付：午前　9：30 受付：午後　1：00
開始：午前 10：00 開始：午後　1：30 開始：午前 10：00 開始：午後　1：30

人吉保健所　精神保健相談 五木村　こころの健康相談
専門の医師が相談を受けます。 臨床心理士が相談を受けます。

【11月】11月11日（木）多良木町多目的研修センター
　　　   11月26日（金）
【12月】12月 9日（木）　  人吉保健所
　　　    12月24日（金）
完全予約制です。事前に保健所まで連絡してください。

相談内容：物忘れ、人間関係の悩みや病の対応等
【11月】11月12日（金）
【 1月】令和4年1月19日（水）
◎相談内容の秘密は固く守られます。
◎希望があれば、ご自宅に伺うこともできます。

お問い合わせ先
人吉保健所保健予防課（TEL：２２－５２８９）

お問い合わせ先
保健福祉課（TEL：３７－２２１４ （IP：２２１４））

こころの健康相談（相談無料）

１１月１４日は、世界糖尿病デーです。

悪
化
す
る
と
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05

国民健康保険医療費通知について

天ぷら油（家庭廃食油）を回収しています！

五木村特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助事業

　聴力低下により日常生活を営むのに支障がある在宅の高齢者に対し、補聴
器の購入に要した費用を助成するものです。補聴器の利用を通じて、聴力低
下により閉じこもりにならないよう高齢者の外出及び地域交流を支援します。
　補聴器の購入をご検討されている場合は、是非ご相談ください。

◆補助対象者
　（１）村内に住所を有し、かつ住民基本台帳に記録されており、在宅である６５歳以上の者。
　（２）�身体障害者福祉法（昭和２４年法第２８３号）第１５条第４項の規定による聴覚障害の

身体障害者手帳の交付を受けていない者。
　（３）村による基本チェック（審査）により、補聴器の使用が必要である者。
　（４）申請時に村税の他、村に納める利用料等の滞納が無い者。

◆対象となる機器等
　補聴器（集音機は対象外）
◆補助金の額
　購入された機器の費用額と５万円とのいずれか低い金額とする。
　但し、医師による診断で補聴器が２台（両耳用）必要であることが証明さ
れている場合は、合わせた機器の額と１０万円とのいずれか低い金額とする。

　１２月９日は、昭和 50年に国連で「障がい者の権利宣言」が採択された日です。
　この日に合わせて、障害者基本法では１２月３日から９日までを「障がい者週間」と定めてい
ます。日本国民の間に、広く障がい者の福祉について関心と理解を深めるとともに、障がい者が
社会、経済、文化その他あらゆる分野での活動に参加する意欲を高めることを目的とされており
ます。
　関心と理解を深める障がい者マークを紹介します。このマークがある施設や意思表示をされて
いる方を見かけた場合には、見守りや支援にご協力ください。

障がい者のための
国際シンボルマーク

ハート・プラスマーク
（身体内部に障がいがある人）

身体障がい者マーク

盲人のための
国際シンボルマーク

聴覚障がい者マーク

ほじょ犬マーク
（盲導犬・介助犬・聴導犬）

耳マーク
（聞こえない、聞こえにく
い人）

オストメイトマーク
（排泄機能に障がいのある方）

ヘルプマーク
（援助や配慮を必要として
いる人）

手話マーク
（手話での対応）

Itsuki VillageNews

06 五木村高齢者補聴器購入費用助成事業

Itsuki VillageNews

07 障がい者週間（１２月３日～９日）

保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

　国民健康保険の被保険者の方に通知しています医療費のお知らせは、住民税確定申告の医療費控除
に使えますので、申告の際に活用して下さい。また、１１～１２月分の医療費については、申告時期に送付
が間に合いませんので、領収書を活用してください。（今年度から送付時期が変更となります。）

　五木村では、CO2排出削減の取組みの１つとして、天ぷら油（家庭廃食油）の回収を行っています。
回収した廃食油はBDF（バイオディーゼル燃料）として利用されますので、ご協力をお願いします。

◯�回収場所：五木村役場　保健福祉課　（８時３０分～１７時１５分）
◯�回収可能な油：天ぷら油等の植物油
　�※動物油（ラード等）、鉱物油（エンジンオイル等）は回収できません。
◯�回収方法：天かす等のゴミを除き、ペットボトルや油購入時のプラ容器等に入れてお持ちください。

　高齢者に対する特殊詐欺等による被害を未然に防止する取り組みとして、迷惑
電話防止機能を有する機器（電話機・交換機）を購入する世帯に対して補助を行
います。
　迷惑電話などお困りで対策機器の購入をご検討されている場合は、
是非ご相談ください。

◆補助対象者
　（１）年度内において、満６５歳以上の者。
　（２）五木村に住所を有し、機器を設置使用する住宅に居住している者。
　（３）高齢者で単身世帯の者、高齢者のみで構成される世帯の者、
　日中、住居に高齢者のみとなることが常態である世帯の者。

　（４）申請時に村税の他、村に納める利用料等の滞納が無い者。

◆対象となる電話機器等
　電話機の呼出音が鳴る前に、当該電話機の電話番号に架電した者に対し、自動で通話内容を録音す
る旨のメッセージを流した後に通話内容を録音する機能を有する固定電話機、又は、固定電話に接続す
る機器

◆補助金の額
　電話機器等の購入金額の１／２とし、補助金の限度額は７，０００円
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08八代年金事務所・年金出張相談（11・12月）
　年金相談は予約制となっております。予約なしで来訪されると対応できない場合もありま
すので、必ず予約をしてください。

11月
場所 人吉市東西コミュニティセンター 錦町社会福祉協議会

（温泉センター） 多良木町役場

日時   1日（月）・8日（月）・15日（月）・
22日（月）・29日（月） 10日（水）・24日（水） 17日（水）

12月
場所 人吉市東西コミュニティセンター 錦町社会福祉協議会

（温泉センター） 多良木町役場

日時   6日（月）・13日（月）20日（月）・
27日（月）   8日（水）・22日（水）   1日（水）・15日（水）

相談時間 午前9時30分〜午後5時 午前９時〜午後５時

【予約先】　八代年金事務所　お客様相談室　☎ ０９６５－３５－６１２３　自動音声①→②
※その他不明な点は　五木村役場　住民税務課　☎ ３７－２２１３ まで

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控
除されますが、控除の対象となるのは、令和３年中（令和３年１月１日から令和３年１２月３１
日）に納められた保険料の全額です（令和３年中に納められたものであれば、過去の年度分の保
険料や追納された保険料も控除の対象となります）。

　本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険控除を受けるためには、年末調整や確定
申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が対象者宛てに発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告
の際に使用してください。

　令和２年２月以降に収入が減少した場合、引き続き令和３年度（令和３年７月から令和４年６
月まで）以降も国民年金保険料の臨時特例免除を希望される方は、再度申請が必要となりますの
で、忘れずに申請をお願いいたします。
　申請方法や申請書等は、日本年金機構のホームページ（https://www.nenkin.go.jp）に掲載し
ております。

　「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォンでご自身の年金情報を確認できるサービスです。主な
サービスは年金記録の確認、年金見込額の試算、通知書の確認、通知書の再発行申請が行えます。ま
た、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも利用開始の手続きが行えます。
　詳しくは、日本年金機構のホームページ内のねんきんネット（https://www.nenkin.go.jp/n_net/）
に記載しております。

　厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思
いを巡らしていただく日」として、11（いい）月30（みらい）日を「年金の日」としました。
　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給見込額を確認
し、未来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給
見込額について、ご自身の年金記録を基に様 な々パターンの試算をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページ（https://www.nenkin.go.jp）をご確
認いただくか、八代年金事務所（TEL：0965-35-6123）にお問い合わせください。

　なお、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身
の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
　国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など、万一の
ときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めてください。

発送時期 対象者

①
令和３年１０月下旬から
１１月上旬にかけて順次発送

令和３年１月１日から令和３年９月３０日までの間
に国民年金保険料を納付された方

② 令和４年２月上旬
令和３年１０月１日から令和３年１２月３１日まで
の間に国民年金保険料を納付された方
（①の対象者は除きます）

～納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！～

～新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方へ～

～「ねんきんネット」を始めてみませんか～

〈11（いい）月30（みらい）日は「年金の日」です!!〉

こちらに沿って、
進んでください

ここをクリック
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INFORMATION 村からのお知らせ Itsuki VillageNews

12
月
４
日
～
12
月
10
日
は
人
権
週
間
、
12
月
10
日
は
世
界
人
権
デ
ー
で
す

12
月
3
日
㈮
は
、
特
設
無
料
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い

　犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮等について、日本
国民の理解を深めるための啓発事業に集中的に実施する週間。
　２００５年１２月２６日内閣府犯罪被害者等施策推進会議で決定された犯罪被害者等基本計画で
１１月２５日から１２月１日と定められております。

「決して他人ごとではありません。犯罪被害者を支えるには？」

　もしも、自分自身や周囲の人が犯罪被害に遭ってしまったら・・。令和元年に犯罪による被害を受けた
人の数は５８万人を超えています。犯罪の被害を受けた人は、犯罪によって傷つけられるだけでなく、事
件が解決した後も様 な々問題を抱えることになります。犯罪の被害に遭った人が一日も早く平穏な暮らし
を取り戻すために周囲の人たちが、犯罪被害者等が置かれた状況を理解することが大切です。

犯罪被害者等シンボルマーク「ギュっとちゃん」

Itsuki VillageNews

09

Itsuki VillageNews

1 0

犯罪被害者週間（１１月２５日から１２月１日）

人権擁護委員に、
樅木晴美さんが任命されました

　人権擁護委員について、吉松ひとみ委員（頭地）の任期満了に伴い、樅
木晴美委員（上平瀬）が、新しく任命されました。
　人権擁護委員は、国民の基本的人権を守り、また、人権が大切なもので
あることを国民に知っていただくため、法務大臣から委嘱され活動する
民間の方々です。樅木委員におかれましては、今後、１期３年にわたる
任期の間、辻篤子委員とともに、村民の皆様の人権相談、人権問題に関す
る様々な普及啓発活動などに務めていただくこととなります。
　また、吉松前委員におかれましては、３期９年に渡る職務にご尽力い
ただいたことに、深い感謝と敬意を表すとともに、今後の益々のご活躍
を期待しています。

《本村の人権擁護委員体制（令和3年10月1日～）》
　辻　　篤子　委員（頭地）　・　樅木　晴美　委員（上平瀬）

樅木　晴美 氏

　

宿
泊
事
業
者
が
取
り
組
む
感
染

症
対
策
や
、ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
も
見

据
え
た
前
向
き
な
投
資
な
ど
に
活

用
で
き
る
補
助
金
の
申
請
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

■�

補
助
対
象
：
県
内
で
旅
館
業
法

の
許
可
を
得
て
宿
泊
施
設
を
営

業
し
て
い
る
宿
泊
事
業
者

■�

補
助
率
：
４
分
の
３
以
内（
収
容

定
員
に
応
じ
て
最
大
７
５
０
万

円
）

■
申
請
期
限
：

　

令
和
３
年
11
月
30
日
㈫（
必
着
）

詳
し
く
は
、

熊
本
県　

宿
泊
事
業
者　

補
助

で
検
索

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県
観
光
連
盟

☎
０
９
６-

３
８
２-

０
０
７
０

　

農
薬
空
容
器
は
、産
業
廃
棄
物

で
あ
り
、野
焼
き
や
不
法
投
棄
が

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
お
り
、こ
れ

ら
を
処
分
す
る
た
め
に
は
、専
門

の
廃
棄
物
処
理
業
者
に
処
理
を
委

託
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、Ｊ
Ａ
・
経
済
連
と
農
薬
卸
業

者
・
販
売
店
が
連
携
し
、各
Ｊ
Ａ
が

回
収
日
時
・
場
所
を
設
定
す
る
こ

と
で
、専
門
業
者
に
一
括
し
て
処

理
を
委
託
し
て
い
ま
す
。
回
収
に

関
す
る
日
時
、場
所
、方
法
及
び
費

用
等
の
情
報
に
つ
い
て
は
最
寄
り

の
Ｊ
Ａ
ま
た
は
左
記
ま
で
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県
農
業
技
術
課

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
３
８
１

　

熊
本
県
で
は
、農
業
者
が
加
入

す
る
収
入
保
険
の
保
険
料
に
対
し

て
、支
援
を
行
い
ま
す
。

■�

事
業
名
：
収
入
保
険
加
入
緊
急

支
援
事
業

■�

対
象
者
：
令
和
３
年
度
、新
た
に

収
入
保
険
に
加
入
さ
れ
る
農
業

者（
法
人
を
含
む
）

■�

支
援
額
：
保
険
料（
掛
捨
て
部

分
）の
３
分
の
１（
上
限
６
万

円
）

■
申
請
先

　

熊
本
県
農
業
共
済
組
合

※�

継
続
加
入
者
へ
の
支
援
策
も
あ

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、お
近
く
の
熊
本
県

農
業
共
済
組
合
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県
農
業
共
済
組
合
球
磨
支
所

☎
４
５-

０
５
３
１

　

山
火
事
は
、例
年
春
先
の
ほ
か

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
発
生
し
て
い

ま
す
。
空
気
が
乾
燥
し
、森
林
内

の
落
葉
な
ど
が
燃
え
や
す
い
状
態

に
な
っ
て
お
り
、強
風
等
に
よ
り

た
き
火
が
燃
え
移
り
、山
火
事
発

生
の
危
険
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

山
火
事
が
一
旦
発
生
す
る
と
消
火

は
容
易
で
は
な
く
、ま
た
、長
い
年

月
を
か
け
て
育
て
た
貴
重
な
森
林

を
一
瞬
に
し
て
失
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い

よ
う
、次
の
こ
と
に
ご
留
意
く
だ

さ
い
。

①�

枯
草
等
の
あ
る
火
事
が
起
こ
り

や
す
い
場
所
で
は
、た
き
火
を

し
な
い
こ
と
。

②�

強
風
時
及
び
乾
燥
時
に
は
、た

き
火
、火
入
れ
を
し
な
い
こ
と
。

③�

火
入
れ
を
行
う
際
、許
可
を
必

ず
受
け
る
と
と
も
に
、十
分
な

実
施
体
制
を
と
る
こ
と
。

④�

た
ば
こ
は
、指
定
さ
れ
た
場
所

で
喫
煙
し
、吸
い
殻
は
必
ず
消

す
こ
と
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県
森
林
保
全
課

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
４
５
０

　

食
品
衛
生
法
改
正
に
よ
り
、食

品
を
扱
う
営
業
者
は
、原
則「
許

可
」又
は「
届
出
」が
必
要
に
な
り

ま
し
た
。
令
和
３
年
６
月
１
日
時

点
で
許
可
又
は
届
出
不
要
業
種
以

外
の
営
業
を
既
に
行
っ
て
い
る
方

は
、11
月
30
㈫
日
ま
で
に
営
業
届

の
提
出
が
必
要
で
す
。

■�

提
出
・
お
問
い
合
せ
先
：
施
設
を

管
轄
す
る
保
健
所

■�

営
業
届
が
必
要
な
業
種
：
食
品

製
造
業
、食
品
加
工
業
、食
品
販

売
業
、給
食
施
設
な
ど

詳
し
く
は
、�

食
品
営
業
届�

で
検
索

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県
健
康
危
機
管
理
課

衛
生
環
境
室

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
２
４
７

　

令
和
４
年
４
月
入
学
生
を
募
集

し
ま
す
。
詳
細
は
、次
に
よ
り
ご

確
認
下
さ
い
。

■
人
吉
市
医
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://hitoyoshi-m
ed.jp

■
人
吉
球
磨
准
看
護
学
院
公
式

　

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ　

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

�【
社
会
人
の
方
へ
重
要
な
お
知

ら
せ
】

　

当
校
は
人
吉
球
磨
地
域
唯
一
の

「
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
」の

指
定
講
座
で
す
。

　

給
付
対
象
者
は
授
業
料
の
最
大

70
％
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

人
吉
球
磨
准
看
護
学
院

☎
２
２-

２
９
６
２

宿
泊
事
業
者
に
よ
る
感
染
防
止
対

策
等
支
援
補
助
金

食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
届
の

提
出
は
お
済
み
で
す
か
？

収
入
保
険
加
入
緊
急
支
援
事
業

人
吉
球
磨
准
看
護
学
院
生
徒
募
集

農
薬
の
空
容
器
は
適
正
に
処
理

し
ま
し
ょ
う

山
火
事
に
ご
用
心
！

 

お
知
ら
せ

保健福祉課
TEL：37－2214

（IP：2214）

お問い合わせ先

住民税務課　TEL：37－2213お問い合わせ先
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INFORMATION

火
の
取
扱
い
に
は
注
意
し
ま
し
ょ
う

水
道
管
の
凍
結
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

○
令
和
３
年
分
以
降
の
年
末
調
整

説
明
会
取
り
や
め
の
お
知
ら
せ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

発
現
に
伴
い
、社
会
全
体
が
こ
れ
ま

で
と
は
異
な
る「
新
た
な
日
常
」に

向
け
て
変
化
し
て
い
る
中
、デ
ジ
タ

ル
化
を
確
実
に
進
め
て
い
く
こ
と
が

重
要
と
な
っ
て
お
り
、税
務
当
局
に

お
き
ま
し
て
も
、各
種
事
務
の
デ
ジ

タ
ル
化
を
進
め
、更
な
る
納
税
者
利

便
の
向
上
に
取
り
組
む
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

　

例
年
、11
月
に
税
務
署
主
催
に

よ
る
年
末
調
整
説
明
会
を
開
催
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、こ
れ
ま
で
の

大
規
模
集
合
方
式
に
よ
る
情
報
提

供
体
制
か
ら
、デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活

用
し
た
情
報
提
供
体
制（
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
、動
画
サ
イ
ト

へ
の
説
明
用
動
画
の
配
信
等
）と
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
税
務
署
主
催
で
実
施

し
て
い
た
年
末
調
整
説
明
会
に
つ
い

て
は
、令
和
３
年
分
以
降
実
施
し
な

い
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
、ご
理
解

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

■
人
吉
税
務
署

☎
２
３-

２
３
１
１

※
自
動
音
声
案
内

○
年
末
調
整
手
続
の
電
子
化

　

年
末
調
整
の
際
に
従
業
員
が
作

成
し
て
勤
務
先
に
提
出
す
る「
保

険
料
控
除
申
告
書
」な
ど
の
書
類
に

つ
い
て
は
、従
業
員
か
ら
電
子
デ
ー

タ
に
よ
り
提
出
を
受
け
る
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、こ
れ
ら
の
書
類
に
添

付
し
て
い
た
保
険
会
社
か
ら
送
付

さ
れ
て
い
る「
控
除
証
明
書
」に
つい

て
も
電
子
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

な
お
、税
務
当
局
で
は
、控
除
証

明
書
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
簡
単
に

保
険
料
控
除
申
告
書
な
ど
の
電
子

デ
ー
タ
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

「
年
末
調
整
控
除
申
告
書
作
成
用

ソ
フ
ト
ウ
ェア
」を
提
供
し
て
い
ま
す

の
で
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

年
末
調
整
手
続
の
電
子
化
の
メ
リ
ッ
ト

（
勤
務
先
の
メ
リ
ッ
ト
）

①�

保
険
料
控
除
や
配
偶
者（
特
別
）

控
除
の
控
除
額
の
検
算
が
不
要

②�

控
除
証
明
書
等
の
チ
ェッ
ク
が
不

要（
従
業
員
が
控
除
証
明
書
等

デ
ー
タ
を
利
用
し
た
場
合
）

③�

年
末
調
整
関
係
書
類
の
保
管
コ

ス
ト
の
削
減

（
従
業
員
の
メ
リ
ッ
ト
）

①�

控
除
額
等
の
記
入・
手
計
算
が

不
要

②�

控
除
証
明
書
等
デ
ー
タ
を
紛
失

し
て
も
再
交
付
依
頼
が
不
要

　

お
っ
て
、給
与
等
の
支
払
者
が
年

末
調
整
手
続
の
電
子
化
を
行
う
際

の
要
件
で
あ
っ
た
税
務
署
長
の
承
認

に
つ
い
て
は
、令
和
３
年
４
月
以
降

不
要
と
な
って
お
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、最
寄
り
の

税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

■
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w

w
.nta.go.jp

■
人
吉
税
務
署

☎
２
３-

２
３
１
１

※
自
動
音
声
案
内

○
ご
存
知
で
す
か
「
税
を
考
え
る

週
間
」

　

11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
は

「
税
を
考
え
る
週
間
」で
す
。

　
「
税
を
考
え
る
週
間
」は
、国
民

生
活
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る

税
に
つ
い
て
、そ
の
意
義（
必
要
性
）

及
び
役
割（
使
途
）を
分
か
り
や
す

く
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、国
民
の

皆
様
の
税
に
対
す
る
理
解
を
よ
り

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
設
け
て
い

ま
す
。

　

今
年
の
テ
ー
マ
は
、「
く
ら
し
を

支
え
る
税
」で
す
。

　

な
お
、「
税
を
考
え
る
週
間
」の

実
施
に
合
わ
せ
て
、国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
に「
く
ら
し
を
支
え
る

税
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
特
設
ペ
ー
ジ

を
設
け
、国
税
庁
の
各
種
取
組
に
つ

い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
是
非
ご
覧

く
だ
さ
い
。

■
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w

w
.nta.go.jp

○
〜
個
人
事
業
者
の
方
へ
〜
消
費

税
の
届
出
書
の
提
出
は
お
済
み
で

す
か
？

　

令
和
３
年
分
の
消
費
税
の
課

税
事
業
者（
消
費
税
の
申
告
の
必

要
が
あ
る
方
）は
、令
和
元
年
分

の
所
得
税
の
確
定
申
告
等
に
お
い

て
、消
費
税
の
課
税
売
上
高
が
１
，

０
０
０
万
円
を
超
え
た
方
で
す
。

　

た
だ
し
、令
和
元
年
分
の
課
税

売
上
高
が
１
，０
０
０
万
円
以
下
で

あ
っ
て
も
、令
和
２
年
１
月
か
ら
令

和
２
年
６
月
ま
で
の
課
税
売
上
高

（
又
は
給
与
等
の
支
払
額
の
合
計

額
）が
１
，０
０
０
万
円
を
超
え
た

場
合
は
、課
税
事
業
者
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

課
税
事
業
者
と
な
っ
た
場
合
に

は
、「
消
費
税
課
税
事
業
者
届
出

書
」
を
速
や
か
に
納
税
地
の
所
轄

税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、令
和
４
年
分
が
課
税
事

業
者
と
な
る
方
で
、新
た
に
簡
易
課

税
制
度
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
さ

れ
る
方（
令
和
２
年
分
の
課
税
売

上
高
が
５
，０
０
０
万
円
以
下
の
方

に
限
ら
れ
ま
す
。）は
、「
消
費
税
簡

易
課
税
制
度
選
択
届
出
書
」
を
令

和
３
年
中（
12
月
31
日
ま
で
）に
納

税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、簡
易
課
税
制
度
の
適

用
を
受
け
て
い
る
事
業
者
は
、事
業

を
廃
止
し
た
場
合
を
除
き
、２
年

間
継
続
し
て
適
用
し
た
後
で
な
け

れ
ば
、こ
の
適
用
を
や
め
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、災
害
等
に
よ
る
消
費
税

簡
易
課
税
制
度
選
択（
不
適
用
）届

出
に
係
る
特
例
及
び
軽
減
税
率
制

度
実
施
に
よ
る
消
費
税
簡
易
課
税

制
度
選
択
届
出
に
係
る
特
例
も
あ

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、最
寄
り
の

税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

■
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w

w
.nta.go.jp

■
人
吉
税
務
署

国
税
だ
よ
り

狂
犬
病
予
防
注
射
の
期
間
延
長
に

つ
い
て

☎
２
３-

２
３
１
１

※
自
動
音
声
案
内

○
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
啓
発
週

間
で
す（
11
月
10
日
〜
16
日
）

　

酒
類
は
生
活
に
豊
か
さ
と
潤
い

を
与
え
、そ
の
伝
統
と
文
化
は
、私

た
ち
の
生
活
に
深
く
浸
透
し
て
い

ま
す
。

　

そ
の一
方
で
、「
不
適
切
な
飲
酒
」

は
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
の
原
因
と

な
り
、本
人
の
健
康
の
問
題
の
み
な

ら
ず
、そ
の
家
族
へ
の
深
刻
な
影
響

や
、重
大
な
社
会
問
題
を
生
じ
さ

せ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

身
近
に
あ
る
お
酒
に
つ
い
て
、そ

の
喜
び
や
楽
し
み
を
享
受
す
る
た

め
に
も
、不
適
切
な
飲
酒
と
は
何
か
、

そ
れ
が
も
た
ら
す
健
康
への
影
響
や
、

更
に
は
そ
こ
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ

る
ア
ル
コ
ー
ル
に
関
連
す
る
社
会
問

題
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

き
、ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
を
予
防

し
、悲
し
い
事
件・事
故
を
な
く
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

　

ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
啓
発
週
間

に
つ
い
て
お
分
か
り
に
な
り
に
く
い

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、熊
本
西
税

務
署
酒
類
指
導
官
へ
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

■
熊
本
西
税
務
署

☎
０
９
６-

３
５
５-

１
１
８
１

※
自
動
音
声
案
内

○
法
定
調
書
の
提
出
は
１
月
31
日

ま
で

　

給
料
、報
酬
、不
動
産
の
使
用
料

等
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、源
泉
徴

収
票
や
支
払
調
書
な
ど
の
法
定
調

書（
一
部
を
除
く
。）を
一
年
間
の
支

払
分
を
取
り
ま
と
め
て
税
務
署
に

提
出
す
る
こ
と
に
な
って
い
ま
す
。

　

令
和
３
年
中
の
支
払
に
係
る
法

定
調
書
の
提
出
は
、令
和
４
年
１
月

31
日
㈪
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

正
確
に
記
載
し
、期
限
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入

に
よ
り
、法
定
調
書
の
提
出
義
務
者

（
支
払
者
）は
、原
則
と
し
て
金
銭

等
の
支
払
を
受
け
る
方
及
び
支
払

者
等
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
又
は
法
人
番

号
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、法
定
調
書
の
種
類
ご
と
に
、

前
々
年
に
提
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
当

該
法
定
調
書
の
枚
数
が
１
０
０
枚

以
上
で
あ
る
法
定
調
書
に
つ
い
て
は
、

ｅ-

Ｔａｘ
、光
デ
ィ
ス
ク
等（
Ｃ
Ｄ・Ｄ

Ｖ
Ｄ
な
ど
）又
は
ク
ラ
ウ
ド
等
に
よ

る
提
出
が
必
要
で
す
。

　

提
出
に
つ
い
て
、ご
不
明
な
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
、国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w

w
.nta.go.jp

■
人
吉
税
務
署

☎
２
３-

２
３
１
１

※
自
動
音
声
案
内

○
ご
存
知
で
す
か
？
非
居
住
者
等

に
支
払
う
際
の
源
泉
徴
収

　

非
居
住
者
や
外
国
法
人（
以
下

「
非
居
住
者
等
」
と
い
い
ま
す
。）に

対
し
て
、源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る

「
国
内
源
泉
所
得
」
を
支
払
う
場

合
に
は
、そ
の
支
払
の
際
に
所
得
税

及
び
復
興
特
別
所
得
税
を
源
泉
徴

収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、取
引
に

お
い
て
、非
居
住
者
等
に
何
ら
か
の

支
払
を
す
る
場
合
に
は
、そ
の
対
価

が
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る「
国

内
源
泉
所
得
」に
該
当
す
る
か
を

確
認
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

国
内
源
泉
所
得
に
該
当
す
る
も

の
と
し
て
、例
え
ば「
土
地
等
の
対

価
」、「
不
動
産
の
賃
借
料
等
」、「
工

業
所
有
権
、著
作
権
等
の
使
用
料

等
」、「
給
与
等
の
人
的
役
務
の
提

供
に
対
す
る
報
酬
等
」
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

※
非
居
住
者
等
の
居
住
地
国
と
我

が
国
と
の
間
で
租
税
条
約
が
締
結

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、そ
の
租
税

条
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
課
税

が
軽
減
又
は
免
除
さ
れ
、源
泉
徴

収
が
不
要
と
な
る
場
合
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、最
寄
り
の

税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

■
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w

w
.nta.go.jp

■
人
吉
税
務
署

☎
２
３-

２
３
１
１

※
自
動
音
声
案
内

○
年
末
調
整
で
お
困
り
の
と
き
は

「
ふ
た
ば
」に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

年
末
調
整
に
関
す
る
疑
問
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
税
務
相
談

チ
ャッ
ト
ボ
ッ
ト
の「
税
務
職
員
ふ
た

ば
」に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

お
問
合
せ
内
容
を
メ
ニュ
ー
か
ら

選
択
す
る
か
、文
字
を
入
力
い
た
だ

く
こ
と
に
よ
り
、人
工
知
能（
Ａ
Ｉ
）

を
活
用
し
て
自
動
で
お
答
え
し
ま

す
。
土
日・夜
間
で
も
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ「
チ
ャッ
ト
ボ
ッ
ト（
ふ
た
ば
）に
質

問
す
る
」へ
！

■
パ
ソ
コ
ン
及
び
ス
マ
ホ
か
ら

（h
ttp

s
://w

w
w

.n
ta

.
go.jp/taxes/shiraberu/
chatbot/index.htm

）

パ
ソ
コ
ン
及
び
ス
マ
ホ
サ
イ
ト
は
、

こ
ち
ら
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
も
ご

利
用
に
な
れ
ま
す
。

 

■
人
吉
税
務
署

☎
２
３-

２
３
１
１

※
自
動
音
声
案
内

　

令
和
３
年
度
の
飼
い
犬
へ
の
狂

犬
病
予
防
注
射
は
、新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
ま
た
は

蔓
延
の
影
響
に
よ
る
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
、４
月
～
６
月
に

注
射
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
場
合
、令
和
３
年
12
月
末

ま
で
に
受
け
さ
せ
れ
ば
、当
該
期

間
内
に
受
け
さ
せ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
ま
す
。
注
射
を
受
け
さ
せ
て

い
な
い
飼
い
主
の
方
は
、期
間
内

に
動
物
病
院
等
で
の
接
種
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

人
吉
保
健
所

☎
２
２-

３
１
０
８
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INFORMATION

12
月
3
日
㈮
は
、
特
設
無
料
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い

12
月
４
日
～
12
月
10
日
は
人
権
週
間
、
12
月
10
日
は
世
界
人
権
デ
ー
で
す

又
は
、

人
吉
労
働
基
準
監
督
署

☎
２
２-

５
１
５
１

　

熊
本
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ

ン
タ
ー
で
は
、就
業
規
則
の
作
成

方
法
、賃
金
規
定
の
見
直
し
、労
働

関
係
助
成
金
の
活
用
な
ど「
働
き

方
改
革
」に
関
連
す
る
様
々
な
ご

相
談
に
総
合
的
に
対
応
し
、支
援

し
て
い
ま
す
。「
業
務
改
善
助
成

金
」に
関
す
る
各
種
お
問
い
合
わ

せ
に
も
対
応
し
て
お
り
ま
す
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン

タ
ー

〒
８
６
０-

０
０
２
５　

熊
本
市

中
央
区
紺
屋
町
２-

８-

１　

熊

本
県
遺
族
会
館
２-

７

☎
０
１
２
０-

０
４-

１
１
２
４

　

事
業
場
内
最
低
賃
金
を
20
円
以

上
引
上
げ
、生
産
性
向
上
の
た
め
の

設
備
投
資
な
ど
を
行
っ
た
場
合
、そ

の
設
備
投
資
な
ど
の
費
用
の一
部
を

助
成
し
ま
す
。

　

助
成
対
象
の
事
業
場
は
、地
域

別
最
低
賃
金（
８
２
１
円　

Ｒ
３・

10・１
～
）と
事
業
場
内
最
低
賃
金

の
差
額
が
30
円
以
内
か
つ
、事
業
場

規
模
が
１
０
０
人
以
下
の
事
業
場

で
す
。

　

熊
本
県
の
場
合
、助
成
率
は
５
分

の
４（
生
産
性
要
件（
※
）を
満
た

し
た
場
合
は
10
分
の
９
）で
す（
助

成
額
の
上
限
あ
り
。）

※「
生
産
性
」
と
は
、企
業
の
決
算

書
類
か
ら
算
出
し
た
、労
働
者
１

人
当
た
り
の
付
加
価
値
を
指
し
ま

す
。
助
成
金
の
支
給
申
請
時
の
直

近
の
決
算
書
類
に
基
づ
く
生
産
性

と
、そ
の
３
年
度
前
の
決
算
書
類
に

基
づ
く
生
産
性
を
比
較
し
、伸
び

率
が
一
定
水
準
を
超
え
て
い
る
場
合

等
に
、加
算
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
令
和
３
年
８
月
か
ら
特
例
的
な

要
件
緩
和・拡
充
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

業
務
改
善
助
成
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー（
令
和
３
年
度
の
み
）

☎
０
３-

６
３
８
８-

６
１
５
５

■
申
請
先

熊
本
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室

☎
０
９
６-

３
５
２-

３
８
６
５

■
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

業
務
改
善
助
成
金��

で
検
索

▼
お
問
合
わ
せ
先

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

や
つ
し
ろ

☎
０
９
６
５-

３
７-

８
７
３
９

メ
ー
ル

w
a

k
a

sa
p

o
.y

a
tu

sh
iro

@
kirari-co.info

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
感
染
防
止
の
た
め
、状
況
に

よ
っ
て
は
、来
所
時
の
マ
ス
ク

の
着
用
、当
日
の
検
温
チ
ェ
ッ

ク
、
氏
名
、
連
絡
先
を
お
伺
い

い
た
し
ま
す
。
ま
た
来
所
制
限

が
か
か
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
の
場
合
は
お
電
話
、ビ

デ
オ
通
話
に
て
ご
相
談
い
た

だ
け
ま
す
。

　

熊
本
県
最
低
賃
金
が
改
定
さ

れ
ま
し
た
。

　

時
間
額
８
２
１
円（
令
和
３
年

10
月
１
日
か
ら
）

　

こ
の
最
低
賃
金
は
、県
内
す
べ

て
の
事
業
所
、労
働
者
に
適
用
さ

れ
ま
す
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
９
６-

３
５
５-

３
２
０
２

（
9
月
末
現
在
）

人
の
動
き

戸
籍
の
窓
口

転入 転出 出生 死亡

男 0 0 1 1
女 0 0 0 2
計 0 0 1 3

（増減 −2）

人　口 1,022人
世帯数 490世帯

8月 17日～ 10 月 17 日　届出分

　まだ11月ですが、早いもので令和３年最後の
広報となりました。今年は全国的にも東京五
輪、皇族の婚姻や衆議院議員選挙など重大な話
題が多数あり、一方で、五木村でも、好評を博し
た「おせっかい直送便」や、「九折瀬橋」の開通、
「ドローン教習所五木村校」の開校など、明るい
話題が多数あり、広報をとおして皆様にお伝えし
て参りました。
　次回、令和４年１月号にて毎年恒例の「五木村
五大ニュース」を発表しますので、乞うご期待。

（薫寛）

編集後記

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金
！

使
用
者
も
、労
働
者
も

働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

の
ご
案
内

ご
存
じ
で
す
か
？
中
小
企
業
の
最

低
賃
金
引
上
げ
を
支
援
す
る
業
務

改
善
助
成
金

林
業
退
職
金
共
済
制
度（
林
退
共
）

へ
加
入
し
ま
せ
ん
か

　

ペ
ッ
ト
を
飼
お
う
と
思
っ
た
と

き
、保
健
所
や
セ
ン
タ
ー
か
ら
保

護
犬
や
保
護
猫
を
迎
え
入
れ
る
と

い
う
選
択
肢
が
あ
り
ま
す
。
県
で

は
、譲
渡
対
象
と
な
る
犬
や
猫
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
、「
熊
本
県
動
物
愛

護
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」で
検
索
！

※�

最
後
ま
で
大
切
に
飼
育
し
て
い

た
だ
け
る
方
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

人
吉
保
健
所

☎
２
２-

３
１
０
８

熊
本
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
６-

３
８
０-

３
３
１
０

■
受
付
期
間

　

令
和
３
年
11
月
１
日
㈪
～

　

令
和
４
年
１
月
14
日
㈮

　
（
締
切
日
必
着
）

■
応
募
資
格

　

令
和
４
年
４
月
１
日
現
在
、

　

15
歳
以
上
17
歳
未
満

■
試
験

○
第
１
次
試
験

◦
試
験
期
日

　

令
和
４
年
１
月
22
日
㈯
又
は

　

�

１
月
23
日
㈰
の
い
ず
れ
か
指
定

さ
れ
た
日

◦
試
験
場
所

　

熊
本
県
合
同
庁
舎

　

Ｂ
棟
大
会
議
室

◦
試
験
科
目

　
�

国
語
、社
会
、数
学
、理
科
、英
語
、

作
文

◦
合
格
発
表

　

令
和
４
年
１
月
28
日
㈮

○
第
２
次
試
験

　

令
和
４
年
２
月
３
日
㈭
か
ら

　

�

２
月
６
日
㈰
ま
で
の
間
の
指
定

す
る
日

○
最
終
合
格
発
表

　

令
和
４
年
２
月
17
日
㈭

▼
お
問
合
わ
せ
先

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部

人
吉
地
域
事
務
所

〒
８
６
８-

０
０
０
８

人
吉
市
中
青
井
町
３
２
０-

１
３

☎
２
２-

４
７
０
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
２
２-

４
７
０
４

　

林
退
共
は
昭
和
57
年
に
発
足
し

た
林
業
会
で
働
く
方
の
た
め
に
国

が
作
っ
た
退
職
金
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、事
業
主
の
方
々

が
、従
事
者
の
働
い
た
日
数
に
応

じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共

済
手
帳
に
貼
り
、そ
の
従
事
者
が

林
業
会
を
や
め
た
と
き
に
林
退
共

か
ら
退
職
金
を
支
払
う
と
い
う
、

い
わ
ば
林
業
界
全
体
の
退
職
金
制

度
で
す
。

○�

掛
金
は
、税
法
上
に
つ
い
て
、法

人
で
は
損
金
、個
人
企
業
で
は

必
要
経
費
と
な
り
ま
す
。

○�

掛
金
の
一
部
を
国
が
免
除
し

ま
す
。

○�

雇
用
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退

職
金
は
企
業
間
を
通
算
し
て
計

算
さ
れ
ま
す
。

事
業
主
の
皆
様
へ

◦�

共
済
証
紙
は
労
働
日
数
に
応
じ

て
適
正
に
貼
付
し
て
下
さ
い
。

◦�

共
済
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
従

事
者
が
林
業
界
を
引
退
す
る
と

き
は
、忘
れ
ず
に
退
職
金
を
請

求
す
る
よ
う
指
導
し
て
下
さ
い
。

詳
し
い
こ
と
は
、次
の
連
絡
先
へ

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共

済
機
構　

林
業
退
職
金
共
済
事
業

本
部

〒
１
７
０-

８
０
５
５

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋

１-

２
４-

１

ニ
ッ
セ
イ
池
袋
ビ
ル

☎
０
３-

６
７
３
１-

２
８
８
９

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
３-

６
７
３
１-

２
８
９
０

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
案
内
し
て

お
り
ま
す
。

https://w
w

w
.rintaikyo.

taisyokukin.go.jp/

【
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
】

（
31
時
間
コ
ー
ス
）

期
日　

12
月
６
日
㈪
～
９
日
㈭

（
11
時
間
コ
ー
ス
）

期
日　

12
月
６
日
㈪
～
10
日
㈮

【
車
両
系
建
設
機
械（
整
地
等
）】

期
日　

12
月
20
日
㈪
・
21
日
㈫

【
車
両
系
建
設
機
械（
解
体
）】

期
日　

12
月
23
日
㈭

日
程
・
受
講
料
等
、詳
細
は
当
セ
ン

タ
ー
に
お
問
合
せ
い
た
だ
く
か

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

職
業
訓
練
法
人

人
吉
球
磨
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

☎
２
２-

２
４
７
５

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t

t
p

:/
/

w
w

w
.h

k
-

noukaicenter.com
/

　

み
な
さ
ん
の
心
配
事
や
不
安
に

寄
り
添
い「
働
き
た
い
」と
い
う
気

持
ち
を
応
援
し
て
い
ま
す
。
応
募

書
類
の
添
削
や
面
接
対
策
、「
職
業

適
性
診
断
」も
無
料
に
て
利
用
で

き
ま
す
。
ま
ず
は
お
気
軽
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

■
対
象
：
15
歳
か
ら
49
歳
ま
で
の

求
職
者
及
び
そ
の
家
族

■
費
用
：
無
料

■
そ
の
他
：
日
曜
・
月
曜
・
祝
日
は

定
休
日
で
す

新
し
い
家
族
を
待
っ
て
い
ま
す
！

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

（
一
般
試
験
）募
集

働
く
こ
と
や
将
来
の
就
職
に
悩
み

を
抱
え
て
い
る
皆
さ
ん
と
そ
の
ご

家
族
の
方
へ

建
設
機
械（
技
能
講
習
）

【ご誕生】
8月20日

西
ニシムラ

村 優
ユウサク

作ちゃん （武之・祐加）平野

【おくやみ】
8月20日
西村 一雄さん （90歳）梶原

10月15日
鎌田 タマエさん （103歳）出ル羽
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階 部署 直通電話 ＩＰ電話 ＦＡＸ

１Ｆ

総　　務　　課 ３７－２２１１ ２２１１ ３７－２２１５
ふるさと振興課 ３７－２２１２ － －
保 健 福 祉 課 ３７－２２１４ ２２１４ －
住 民 税 務 課 ３７－２２１３ － －
農　　林　　課 ３７－２２４７ ２２４７ －
建　　設　　課 ３７－２０１７ － －
会　　計　　室 ３７－２２８１ － －

２Ｆ
ダ ム 対 策 課 ３７－２２０５ － －
議 会 事 務 局 ３７－２３５２ － ３７－２３５２
教 育 委 員 会 ３７－２２６６ ２２６６ ３７－２２６７

発
行

日
／

令
和

３
年

11
月

1
日

発
行

／
五

木
村

役
場

編
　

集
／

総
務

課
　

印
刷

／
ソ

ー
ゴ

ー
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
ス

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

ア
ド

レ
ス

　
https://w

w
w

.vill.itsuki.lg.jp
E-m

ail　
info@

itsuki.kum
am

oto.jp

五木村役場　連絡先一覧
所 在 地：〒868-0201
　　　　　　　熊本県球磨郡五木村甲2672番地7
代表電話番号：37－2211（IP：2211）
代表FAX番号：37－2215
※IP電話、FAXが無い部署はそれぞれ代表番号を
　ご利用下さい。

広
報
い
つ
き
　

N
o

.329

金婚　おめでとうございます

　９月２０日、役場大会議室で、敬老表彰式が開かれた折、熊日金婚夫婦表彰も併せて行われまし
た。同表彰は、上皇・上皇后両殿下のご成婚を機に昭和３４年から始まったものです。本村の対象
者は、昭和４６年１月１日から同年１２月３１日までに婚姻された夫婦で、この日は、３組のご夫婦
が出席され、村長より、表彰状と記念品が贈呈されました。
　金婚表彰を受けられたご夫婦の皆さん、おめでとうございます。これからも末永くお元気で仲良
くお過ごしください。

◯宮原　良人
��（出ル羽）　京子
◯岡本　精二
��（頭　地）　マサヨ

◯末岡　正夫
��（八　重）　アヤ子
◯土屋　季德
��（頭　地）　富子

◯堂坂　快佐征
��（頭　地）　スミエ

五木村公式
ライン
五木村の防災や
行政、観光、移住
に関するさまざ
まな情報を発信
します。

五木村公式
インスタグラム
五木村の見どこ
ろ、イベント、景
色などを紹介し
ます。

五木村公式
ツイッター
五木村の様々な
イベント情報を
発信します。

五木村公式
フェイスブック
五木村の最新情
報を発信します。

　 今 月 の 表 紙 は、
１０月に開催され大
好評を博した五木村
フェアin阿蘇ミルク
牧場の１枚です。
　多くの方にご来場
いただき、五木村の
魅力を広く発信する
ことができました。

今月の表紙

11
月
の

行
事
予
定

  5日㈮  行政相談（JAくま会議室）
11日㈭  し尿汲み取り
14日㈰   五木中学校文化祭
19日㈮   行政相談（宮園憩いの家）
20日㈯  五木源フェスタ
25日㈭  し尿汲み取り
30日㈫  区長会

12
月
の

行
事
予
定

  3日㈮   行政相談（JAくま会議室）　　　
無料人権相談所開設（役場監査室）

  4日㈯  いつき保育園お遊戯会
  9日㈭  し尿汲み取り
11日㈯  小・中合同持久走大会
16日㈭  し尿汲み取り
17日㈮  行政相談（西地区集会室）

19日㈰  球磨一周駅伝大会
23日㈭   し尿汲み取り
24日㈮   小・中学校終業式
  区長会
28日㈫  役場仕事納め
28日㈫・29日㈬
  消防団年末夜間警戒

表彰状・記念品を代表で受領された堂坂様ご夫妻

※日程は変更となる場合がございます。

表彰者名（敬称略）


